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平成２６年度 第２回下野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年５月１９日（月）午後１時３０分から４時５０分 

２ 場  所  下野市役所石橋庁舎 ２０１会議室 

３ 出席委員  委 員 長  永 山 伸 一 

          職務代理者  川 口 桂 子 

          委   員  前 原    久 

          委   員  三 橋 明 美 

          教 育 長  池 澤   勤 

４ 欠席委員  な し 

５ 出席職員  教育次長       野 澤   等 

教育総務課長     川 俣 廣 美 

学校教育課長       梅 山 孝 之 

生涯学習課長     若 林 宏 正 

文化課長       蓬 田  敏 

スポーツ振興課長   坪 山   仁 

教育総務課課長補佐  増 渕 晴 美 

教育総務課主幹    古 橋 栄 一 

６ 傍 聴 人  な し 

７ 審議事項 

議案第５号  下野市文化芸術活動拠点整備検討委員会設置要綱の制定につ 

いて 

     議案第６号  文化芸術活動拠点整備プロジェクトチーム設置要綱の制定に 

ついて 

     議案第７号  下野市立小中学校教科用図書選定委員会委員の委嘱について 

     議案第８号  下野市立小中学校教科用図書選定委員会への諮問について 

議案第９号  下野市就学支援委員会委員の委嘱について 

議案第１０号 下野市就学支援委員会への諮問について 

議案第１１号 下野市立国分寺給食センター運営委員会委員に委嘱について 

議案第１２号 下野市就学支援委員会条例施行規則の一部改正について 

議案第１３号 下野市社会教育委員の委嘱について 

議案第１４号 下野市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第１５号 下野市図書館協議会委員の委嘱について 

議案第１６号 下野市ふれあい学習推進委員会委員の委嘱について 

議案第１７号 下野市尐年スポーツ指導員の委嘱について 

議案第１８号 下野薬師寺歴史館嘱託員の委嘱について 

  ８ 協議事項 

      （１）平成２６年度教育委員学校及び幼稚園訪問日程について 

      （２）平成２６年度教育委員会点検・評価事業について 
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９ 報告事項 

      （１）教育委員会後援等の承認について 

      （２）寄附受け入れについて 

（３）平成２６年度就学援助費認定状況ついて 

（４）平成２６年度中学校春季体育大会の成績について 

（５）下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱について 

１０ その他 

    （１）国指定史跡下野国分寺跡保存完成記念事業の報告について 
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永山委員長 

川俣教育総務課長 

 

永山委員長 

 

あいさつ  

会議録署名委員の指名 永山委員長及び川口委員 

事前送付してある会議録の確認をお願いする。訂正等があれば発言を求め

る。（特になし）（全委員了承） 

前回会議録は確定とする。 

次に、教育長の報告を求める。 

・４月２４日（木）に栃木県市町村教育委員会連合会教育長部会総会が田

沼中央公民館で開催された。英語教育の強化、タブレット型パソコン導

入、土曜日の教育活動について情報交換を行った。 

・４月２５日（金）に下都賀地区教育委員会連合会定例会が開催され、永

山委員長が連合会副会長に選出された。７月３日～４日には学事視察が

予定されている。 

・５月６日（火）に国指定史跡下野国分寺跡保存完成記念式典のオープニ

ングセレモニーと「しもつけ薪能」が実施された。 

・５月８日～９日に高崎市で開催された関東地区都市教育長協議会総会に

主席した。群馬大の防災研究者である片田敏孝氏の講演を拝聴した。 

議事に入る旨を伝える。 

議案第５号「下野市文化芸術活動拠点整備検討委員会設置要綱の制定につ

いて」説明を求める。 

【説明要旨】 

今回の議案提出に至るまでの経緯及び当該要綱の内容について説明を行

う。（以下参照） 

・Ｈ25年度までは文化課（文化協会の事務局）において調査等を実施。 

・情報等が蓄積された教育委員会に当該検討委員会を設置する。 

・Ｈ26年度からは芸術文化活動のみならず、生涯学習や学校教育等の視点

も取り入れ、総合的な協議を行う。 

・教育総務課を事務局とし、市の関係部局も係わりながら検討を進める。 

（文化芸術活動拠点整備プロジェクトチーム） 

・検討委員は学識経験者、各団体の関係者、公募委員等で組織し、施設の

規模、利用形態及び運営方法等の方針について審議いただく。 

質疑等はあるか。 

目標としてはどのくらいの期間で結論（方向付け）を出すのか。 

今年度末までに、教育委員会としての考え方を報告書としてまとめたい。 

 要綱にある「公募による市民」は何人くらいを予定しているのか。 

 公募委員は現時点で３名を予定している。 

 その他の委員についても、割り振り（構成）の見当はついているのか。 

おおよそであるが、学識経験者１・団体代表者８・自治会代表者１・小中

学校長代表１・その他２という構成で考えている。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 



 - 4 - 

 

 

 

川俣教育総務課長 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

川俣教育総務課長 

 

永山委員長 

 

 

 

 

梅山学校教育課長 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

梅山学校教育課長 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

梅山学校教育課長 

 

議案第５号は原案どおり決定する。 

続いて議案第６号「文化芸術活動拠点整備プロジェクトチーム設置要綱の

制定について」説明を求める。 

【説明要旨】 

 当該プロジェクトチームは、先に審議いただいた下野市文化芸術活動拠点

整備検討委員会の下部組織（実動組織）であり、文化芸術拠点整備の検討に

必要な調査・研究を行うために設置するものである。以下、要綱の内容につ

いて説明を行う。 

質疑等はあるか。 

 プロジェクトチームの組織に市長部局の都市計画課が入っているのは、実

際の建築を見据えているのか。 

 検討にあたり、土地利用や開発等が係わってくるため、メンバーとして参

加いただくこととなった。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第６号は原案どおり決定する。 

続いて議案第７号「下野市立小中学校教科用図書選定委員会委員の委嘱に

ついて」説明を求める。 

【説明要旨】 

当該図書選定委員会条例第３条の規定により、下表のとおり７名（教育長

１、学識を有する者１、小中学校長代表２、保護者代表３）について委嘱を

お願いするものである。本年度の図書選定は、平成 27年度に使用する小学校

用教科書及び特別支援学級の教科用図書を選定する。委嘱期間は、委嘱の日

から答申の日まで。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第７号は原案どおり決定する。 

続いて議案第８号「下野市立小中学校教科用図書選定委員会への諮問につ

いて」説明を求める。 

【説明要旨】 

当該図書選定委員会条例第２条の規定により、下野市立小中学校において

使用する教科用図書の公正かつ適正な採択について、教育委員会が当該選定

委員会に諮問を行うものである。（別添諮問書参照） 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第８号は原案どおり決定する。 

続いて議案第９号「下野市就学支援委員会委員の委嘱について」説明を求

める。 

【説明要旨】 

下野市就学支援委員会条例第３条の規定により、１４名（任期満了に伴い
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再任８名、新任６名）の方を委嘱するものである。昨年度までは幼稚園関係

者２名を含む１５名を委嘱していたが、委員会出席が困難なことや年長児の

発達状況は保育園関係者で把握できること、また個別案件についても調査員

の訪問で十分対応が可能であることから、今回委嘱を見送っている。なお、

平成 26年度からは、新たに健康増進課所属の心理士１名を加えている。委嘱

期間は、委嘱の日から平成 28年 3月 31日までの２年間。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第９号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１０号「下野市就学支援委員会への諮問について」説明を求

める。 

【説明要旨】 

平成２７年度の就学予定児や在籍児童生徒の中で、特別な支援が必要と思

われる者の就学支援及び教育措置について、教育委員会が下野市就学支援委

員会へ諮問を行うものである。（別添諮問書参照） 

障がいの程度の判断や教育措置にあたっては、教育的、心理学的、及び医

学的な観点から総合的に行うことが諮問の趣旨になる。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１０号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１１号「下野市立国分寺給食センター運営委員会委員の委嘱

について」説明を求める。 

【説明要旨】 

下野市立学校給食センター設置条例施行規則第６条の規定により、同給食

センター運営委員会委員１４名（任期満了に伴い再任７名、新任７名）を委

嘱するものである。会議は年２回、６月と２月に開催する。委嘱期間は、委

嘱の日から平成 28年 3月 31日までの２年間。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１１号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１２号「下野市就学支援委員会条例施行規則の一部改正につ

いて」説明を求める。 

【説明要旨】 

学校教育法施行令の一部改正に伴い、「障害のある児童生徒等に対する早期

からの一貫した支援」を推進するため、従来の法令が廃止となったことから、

下野市就学支援委員会条例施行規則の一部を改正し、就学支援委員会の判断

基準を変更するものである。変更箇所は別添新旧対照表のとおり。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１２号は原案どおり決定する。 
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川口委員 

続いて議案第１３号「下野市社会教育委員の委嘱について」説明を求める。 

【説明要旨】 

社会教育法第１５条第２項の規定により、下表のとおり委員１５名（再任

１０名、新任５名）を委嘱するものである。委員の主な職務は、教育委員会

の諮問に応じた意見を述べ、社会教育に関する諸計画の立案を行うことであ

り、会議は年３回開催する予定。委嘱期間は、委嘱の日から平成 28 年 3 月

31日までの２年間。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１３号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１４号「下野市公民館運営審議会委員の委嘱について」説明

を求める。 

【説明要旨】 

社会教育法第３０条及び下野市公民館設置条例第６条第３項の規定によ

り、下表のとおり委員１５名（再任５名、新任１０名）を委嘱するものであ

る。委員の主な職務は、公民館長の諮問に応じ、公民館における事業の企画、

実施について調査・審議を行うものであり、会議は年３回開催する予定。委

嘱期間は、委嘱の日から平成 28年 3月 31日までの２年間。 

質疑等はあるか。 

合併して８年以上経過するが、委員は３地区からバランスをとって選出さ

れているのか。 

概ねそのようにはなっている。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１４号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１５号「下野市図書館協議会委員の委嘱について」説明を求

める。 

【説明要旨】 

図書館法第１５条及び下野市立図書館設置条例第４条第２項の規定によ

り、下表のとおり委員１０名（再任８名、新任２名）を委嘱するものである。  

 委員の主な職務は、図書館の運営に関し館長の諮問に応じ、図書館の行う

図書館方針につき館長に意見を述べるものであり、会議は年６回開催する予

定。委嘱期間は、委嘱の日から平成 28年 3月 31日までの２年間。 

質疑等はあるか。 

市立図書館（石橋館・国分寺館）が指定管理になってから２年以上経過し、

市議会でも制度導入時に賛否があったが、その評価等も図書館協議会で行う

のか。また、報告書のような形で我々の目に触れることになるのか。 

現在、協議会において評価方法や評価項目等について検討を行っている。

年内には報告書として提出することが可能だと思う。 

現在、図書館が単独で利用できるのは石橋館だけで、他の２館は併設館に
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なっている。使い勝手について利用者はどう思っているのか、今後の運営に

生かすためにも、表に出てこない意見を汲み上げるような工夫をお願いした

い。 

国分寺館は当初より保健センターとの併設であったが、「こども通園センタ

ーけやき」のオープンに伴い、利用者の声や音が図書館に漏れるという苦情

があった。両施設共有部の防火扉に、防音シート（防煙）を貼ることで対処

できることが判明したため、近日中に工事を実施する。南河内館の２階利用

は震災に伴う避難措置のため解決には時間がかかるが、いずれにしても利用

者に説明がつくような対応を講じていきたい。 

今回の評価結果が、指定管理の賛否や南河内館の今後の在り方に、一定の

方向性が出ればいいと考えている。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１５号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１６号「下野市ふれあい学習推進委員会委員の委嘱について」

説明を求める。 

【説明要旨】 

下野市ふれあい学習推進委員会設置要綱第３条第５項の規定により、下表

のとおり委員４１名（再任１１名、新任３０名）を委嘱するものである。 

 委員会設置の目的は学校教育と社会教育の連携による地域全体の教育力向

上を図ることであり、地域連携教員・教育委員関係職員・学校評議員・ＰＴ

Ａ連絡協議会・学校支援ボランティアバンク登録者等の代表が一堂に会する

ことで、ふれあい学習を推進していく。会議は年２回開催する予定。委嘱期

間は、委嘱の日から平成 28年 3月 31日までの２年間。 

質疑等はあるか。 

 下野市ふれあい学習推進委員会ではどのような事業を行っているのか。 

基本的には生涯学習センターを中心とした事業になる。学校の求めに応じ

ボランティアコーディネートを行ったり、学校に会場を設け各ボランティア

がＰＲを行うボランティアメッセ（８月研修会）等を実施している。年２回

の会議は、学校・地域・行政が一堂に会することが重要であり、言わば顔つ

なぎの場を利用して、情報の提供と人材活用を検討していただきたいと考え

ている。 

ボランティアメッセに参加して感じたことは、会場が学校だったり公民館

だったりしているので、この活動が最終的にどこに繋がっていくのかわから

ないまま、参加しているボランティアが多かった。参加する意義について、

共通認識が必要だと思う。 

 これまでの会議では、ボランティア保険の説明や学校支援ボランティアの

話題に終始してしまった。今年度からは、ふれあい学習推進委員会の意義と

いうものが明確になるよう、グループワーク等も活用しながら共通認識を図

っていきたい。 
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永山委員長 

 

 

 

 

坪山ｽﾎﾟｰﾂ振興課長 

 

 

 

永山委員長 

三橋委員 

 

坪山ｽﾎﾟｰﾂ振興課長 

 

 

三橋委員 

 

永山委員長 

 

 

 

 

蓬田文化課長 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川俣教育総務課長 

 

 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１６号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１７号「下野市尐年スポーツ指導員の委嘱について」説明を

求める。 

【説明要旨】 

下野市尐年スポーツ指導員設置規則第４条の規定により、再任６３名、新

任３７名、計１００名の委嘱をお願いしたい。委嘱期間は平成 26 年 4 月 1

日から平成 27年 3月 31日まで。 

質疑等はあるか。 

当該設置規則第４条の（委嘱及び身分）には指導員について「指導資格を

有する者」の規定があるが、委嘱にあたり資格の確認はしているのか。 

毎年４月に、指導員の推薦書をいただく際に、資格の有無について確認を

行っている。資格を有しない場合は非常勤としての報酬を支払うことができ

ないことになっている。 

子どもたちの安全に係わることなので、今後とも申請漏れ・確認漏れ等の

ないよう管理していただきたい。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１７号は原案どおり決定する。 

続いて議案第１８号「下野薬師寺歴史館嘱託員の委嘱について」説明を求

める。 

【説明要旨】 

下野薬師寺歴史館嘱託員設置規則第３条の規定により、下表のとおり１名

を下野薬師寺歴史館嘱託員として委嘱するものである。５月１４日に採用試

験を実施し５名が受験した。委嘱期間は、前任者の都合退職により残任期間

である平成 26年 6月 1日から平成 27年 3月 31日まで。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１８号は原案どおり決定する。 

 

ここで会議開始より９０分経過したので暫時休憩とし、開始を３時１０分

とする。 

 

議事再開の旨を伝える。 

次に協議事項に移ることを告げる。 

（１）平成２６年度教育委員学校及び幼稚園訪問日程について説明を求める。 

【説明要旨】 

「平成２６年度 教育委員の学校（幼稚園）訪問日程」の一覧表に基づき、

実施校の時間割及び訪問概要について説明を行う。 
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永山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

川俣教育総務課長 

 

増渕教育総務課長補佐 

 

永山委員長 

 

 

 

 

川俣教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

前原委員 

川俣教育総務課長 

川口委員 

 

各課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

川俣教育総務課長 

委員の皆様のスケジュールはいかがでしょうか。 

 （スケジュール調整の結果は以下のとおり） 

6/20 三橋委員 1：00より参加 

6/30 川口委員・三橋委員 1：00より参加 

 

質疑等はあるか。 

６月２０日（金）の石橋北小学校の訪問について、出前教育委員会後に教

職員との懇談会とあるが、２０分では懇談にならないのではないか。 

学校から提出のあったスケジュールであり、教員の勤務時間内ということ

になるので大幅な変更は難しい。 

出前教育委員会の準備を前倒しすることで、３０分程度の時間確保は可能

だと思われる。 

せっかくお集まりいただくのであれば、懇談会という形ではなく教育委員

会を傍聴した感想や意見を伺う時間とした方が良い。再度、学校とのスケジ

ュール調整をお願いしたい。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

次に（２）平成２６年度教育委員会点検・評価事業について説明を求める。 

【説明要旨】 

昨年より点検評価対象事業の選定については、外部評価委員にお願いした

ところであるが、「下野市教育委員会点検評価に関する条例」における所掌事

務に照らした場合、点検事項は含まれないとの指摘があった。 

お手元の「平成２６年度点検・評価事業一覧（平成２５年度実施事業）」の

中から、教育委員の皆さんに各課の評価対象事業について選定をお願いした

い。 

質疑等はあるか。 

確認するが、今回の評価は、平成２５年度に実施した事業の評価なのか。 

平成２５年度の事業実績に対する点検・評価になる。 

実施事業について、今年はここを頑張ったので見てほしいというものがあ

れば、説明をお願いしたい。 

各課の事業内容及び評価いただきたい箇所等について説明を行う。 

その後、以下のとおり各課２事業を決定する。 

  教育総務課：教育委員会運営事業・学校適正配置推進事業 

  学校教育課：教育研究振興事業・下野市子ども未来プロジェクト事業 

  生涯学習課：生涯学習推進事業・公民館管理運営事業 

  ｽﾎﾟｰﾂ振興課：保健体育総務事務事業・ｽﾎﾟｰﾂ活動拠点施設整備計画事業 

  文 化 課：文化財保護事業・下野薬師寺歴史館管理運営事業 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

次に報告事項に移ることを告げる。 

（１）教育委員会後援等の承認について説明を求める。 

【説明要旨】 
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川俣教育総務課長 

 

 

永山委員長 

 

 

川俣教育総務課長 

永山委員長 

 

梅山学校教育課長 

 

 

永山委員長 

川口委員 

梅山学校教育課長 

 

 

永山委員長 

 

梅山学校教育課長 

 

 

永山委員長 

 

 

蓬田文化課長 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

蓬田文化課長 

永山委員長 

 

 教育委員会後援等承認一覧に基づき、５月現在で５件の承認をした旨の報

告を行う。いずれも、過去に後援実績のある団体である。 

質疑等はあるか。（特になし） 

次に（２）寄附受け入れについて説明を求める。 

【説明要旨】 

石橋ライオンズクラブより古山小学校体育館備品購入代として２０万円の

寄附があった旨の説明を行う。内容は「広報しもつけ」６月号に掲載する。 

質疑等はあるか。 

今回のようにお金の寄附があった場合、こんな備品購入したという通知は

行うのか。 

礼状と共に購入備品の写真を添えて送付する。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

 次に（３）平成２６年度就学援助費認定状況ついて説明を求める。 

【説明要旨】 

「平成２６年度要保護及び準要保護児童生徒認定者一覧」に基づき、４月

１日現在での援助人数及び過去５年間の推移について説明を行う。 

質疑等はあるか。 

 当市の援助人数というのは全国的に見てどうなのか。 

 人口比率によっても異なってくるので、正確な数字は把握していないが、

生活保護世帯数から見ると全国平均よりは低いと思う。県内でも当市は低い

方である。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

次に（４）平成２６年度中学校春季体育大会の成績について説明を求める。 

【説明要旨】 

「平成２６年度 中学校春季体育大会の主な成績一覧表」に基づき、中学

校ごとの戦績及び県大会への出場等について報告を行う。 

質疑等はあるか。（特になし） 

次に（５）下野市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱について説

明を求める。 

【説明要旨】 

 当該要綱は、文化財の保護を図るため、指定等文化財の所有者等に対し、

保存管理に要する経費負担を軽減することを目的に制定する。以下、要綱の

内容について説明を行う。平成２２年～平成２４年にかけて、個人所有の文

化財について悉皆調査を実施している。 

 質疑等はあるか。 

国や県でも同様な制度はあるのか。また、市の制度を含め重複申請は可能

なのか。 

 国・県とも補助交付の制度はある。重複申請についても可能である。 

 補助額は尐額であっても、文化財保護の観点からは大きな一歩だと思う。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 
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次にその他に移ることを告げる。 

（１）国指定史跡下野国分寺跡保存完成記念事業の報告について説明を求め

る。 

【説明要旨】 

 ５月６日（火）に行われた「しもつけ薪能」について、当日の状況及び関

連事業動員数等（1,194 名）について報告を行う。今後、８月に「能楽体験

教室」、１０月に「能楽鑑賞講座」のワークショップが予定されている。 

質疑等はあるか。（特になし） 

 

 

次回の教育委員会は６月２０日（金）の午後２時５０分（出前教育委員会）

の予定とする。 

本日の議事日程は全て終了した旨を告げ、午後４時５０分閉会。 

 

 

 

 

 

 


